
入  札  の  公  告 

 

 次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。 

 

  令和８年２月１６日 

 

 一般社団法人北海道軽種馬振興公社 理事長 大 鷹 千 秋    

 

１  入札に付する事項 

(1) 調達をする役務の名称及び数量 門別競馬場馬場整備等管理業務及び発馬機取扱業務一式 

 (2) 調達をする役務の仕様等     入札説明書による。 

 (3) 契約期間               令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

                 （うち３５９日間） 

  (4) 履行場所           沙流郡日高町富川駒丘 76番地の１ 

                  門別競馬場 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

   次のいずれにも該当すること。 

(1) 日高町内若しくは近郊の市町村に本店、支店又は営業所を有していること。  

(2) 馬場整備にかかる技術を有すること。（ダートコース、ウッドチップコース、屋内調教用坂路施設） 

(3) 馬場整備車（ウニモグ）の構造を熟知し、点検整備及び簡易な修理が行えること。 

(4) 発馬機の取扱い及び構造を熟知し、点検整備及び簡易な修理が行えること。 

(5) トラクターの構造を熟知し、点検整備及び簡易な修理が行えること。 

(6) 整馬業務（競走馬の枠入れ）に精通し、補助具等を取り扱えること。 

(7) 大型免許を有する者を含むこと。（散水車等運転業務） 

(8) 大型特殊免許を有する者を含むこと。（タイヤショベル等運転業務） 

(9) 草刈り業務にあっては、草刈り機の取扱いに必要な資格を有すること。 

(10) 冬期間の除雪作業でロータリー車を運転するため、車両系建設機械運転業務免許を有する者

を含むこと。 

(11) 北海道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。 

(12) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の決定を受けた者又は民事再

生法（平成 11年法律第 225号）に基づく再生手続き開始の決定を受けた者については、更生手

続開始の決定又は再生手続き開始を受けたこと及び破産法（平成 16 年法律第 75 号）に基づく

破産手続き開始の決定を受けていないことが確認できた者であること。 

３ 制限付き一般競争入札参加資格の審査 

(1) この入札は、地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の５の２の規定による制限

付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者はアからエまでに定めるところにより、

２に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。  

ア 申請の期間  令和８年２月１６日（月曜日）から令和８年２月２７日（金曜日）まで 

（土曜日、日曜日及び祝日等を除く。９時から１７時まで） 

イ 申請の方法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。 

ウ 入札参加資格に関し、門別競馬場にて審査を行うことがある。 

エ 申請書類の提出先  郵便番号 055-0008 

沙流郡日高町富川駒丘 76番地の１ 

一般社団法人北海道軽種馬振興公社 業務部 競走関連Ｇ 

(2) 審査を行った場合は、審査結果を申請者に通知する。 

４ 契約条項を示す場所 

沙流郡日高町富川駒丘 76番地の１ 

一般社団法人北海道軽種馬振興公社 業務部 競走関連Ｇ 

５ 入札執行の場所及び日時 

(1) 入札場所 沙流郡日高町富川駒丘 76番地の１ 

                  一般社団法人北海道軽種馬振興公社会議室 



         

 (2) 入札日時    令和８年３月６日（金曜日） 午前１１時００分から 

         

 (3) 開札場所    (1)に同じ。 

 (4) 開札日時    (2)に同じ。 

６ 入札保証金 

 (1) 入札に参加しようとする者は、その者の見積もった契約金額（消費税及び地方消費税相当額を含

む。）の 100分の 5に相当する額以上の入札保証金又はこれに代える担保を納付すること。 

  (2) 入札保証金の納付の免除、納付方法等は、地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167号

の７及び北海道財務規則（昭和 45 年北海道規則第 30 号。以下「財務規則」という。）第 147 条か

ら第 150条までの定めるところによる。 

７ 契約保証金 

 (1) 契約を締結しようとする者は、契約金額の 100 分の 10 に相当する額以上の契約保証金又はこれ

に代える担保を納付すること。 

 (2) 契約保証金の納付の免除、納付方法等は、地方自治法施行令第 167条の 16、財務規則第 171条及

び第 172条の定めるとことによる。 

８ 電子入札の可否 

  否 

９ 入札説明書の交付に関する事項 

(1) 交付場所  沙流郡日高町富川駒丘 76番地の１ 

                 一般社団法人北海道軽種馬振興公社 業務部 競走関連Ｇ 

  (2) 交付期間  令和８年２月１６日（月曜日）から令和８年２月２７日（金曜日）まで 

            （土曜日、日曜日及び祝日等を除く。９時から１７時まで） 

  (3) 交付方法  (1)の場所で交付する。 

なお、郵送による交付を希望する場合は、Ａ４判用紙が入る返信用封筒（あて先

を明記したもの）及び重量 100グラムに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添え

て、(1)に申し込むこと。 

また、北海道競馬のホームページにおいてダウンロードすることができる。

（http://www.hokkaidokeiba.net/）  

10 送付による入札の可否 

    否。 

11 落札者の決定方法 

  財務規則第 151条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格（最低制限価格

を設定したときは、予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格のうち、最低の価格）

をもって入札（有効な入札に限る。）した者を落札者とする。 

12 契約書作成の要否 

   要 

13 入札参加申込書の提出期間及び場所 

入札参加希望者は、次により所定の入札参加申込書を提出すること。 

 (1) 提出期間  令和８年２月１６日（月曜日）から令和８年２月２７日（金曜日）まで 

         （土曜日、日曜日及び祝日等を除く。９時から１７時まで） 

 (2) 提出場所    郵便番号 055-0008   

沙流郡日高町富川駒丘 76番地の１ 

               一般社団法人北海道軽種馬振興公社 業務部 競走関連Ｇ 

14 その他 

 (1) 開札の時において、１の(２)又は２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第 154条

各号に掲げる入札及びこの告示に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

 (2) この入札は、地方自治法施行令第 167条の 10第２項の規定により、最低制限価格を設定する。 

 (3) 入札金額等に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）の取扱い 

http://www.hokkaidokeiba.net/


  ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加

算した金額（当該金額に 1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもっ

て落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者で

あるかを問わず、見積もった契約金額の 110分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 

    イ  落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるか

を申し出ること。 

  ウ 契約締結後、消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）の改正に伴い消費税及び地方消費税の変動

が生じた場合は、契約変更を締結する。 

 (4) 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地 

     ア  名 称    一般社団法人北海道軽種馬振興公社 業務部 競走関連Ｇ 

     イ 所在地    郵便番号 055-0008   

沙流郡日高町富川駒丘 76番地の１ 

                   電話番号 01456-2-2501 

 (5) 初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。 

  (6) この入札は、落札者があるまで２回行い、落札者がない場合には、地方自治法施行令第 167条の

２第１項８号の規定により最低入札価格者との随意契約に移行する。 

  (7) この入札は、取りやめること又は延期することがある。 

 (8) この入札の執行は、公開する。 

 (9) 詳細は入札説明書による。 

なお、競争入札心得は、契約条項を示す場所において交付する。 



入 札 説 明 書 
 

 この入札説明書は、令和８年２月１６日付けで告示した一般競争入札（以下「入札」という。）に関

する説明書である。 

 この入札を次のとおり実施する。 

 

１ 契約者 

  一般社団法人北海道軽種馬振興公社 理事長 大 鷹 千 秋 

 

２ 入札に付す事項 

 (1) 契約の目的の名称及び数量    門別競馬場馬場整備等管理業務及び発馬機取扱業務一式 

 (2) 契約の目的の仕様その他の明細  契約書（案）による 

 (3) 契約期間  令和８年４月１日から令和９年３月３１日までのうち３５９日間 

 (4) 履行場所  沙流郡日高町富川駒丘 76番地の 1 門別競馬場 

 

３ 入札に参加する者に必要な資格 

  次のいずれにも該当すること。 

(1) 日高町内若しくは近郊の市町村に本店、支店又は営業所を有していること。 

(2) 馬場整備に係る技術を有すること。（ダートコース、ウッドチップコース、屋内調教用坂路施設） 

(3) 馬場整備車（ウニモグ）の構造を熟知し、点検整備及び簡易な修理が行えること。 

(4) 発馬機の取扱い及び構造を熟知し、点検整備及び簡易な修理が行えること。 

(5) トラクターの構造を熟知し、点検整備及び簡易な修理が行えること。 

(6) 整馬業務（競走馬の枠入れ）に精通し、補助具等を取り扱えること。 

(7) 大型免許を有する者を含むこと。（散水車等運転業務） 

(8) 大型特殊免許を有する者を含むこと。（タイヤショベル等運転業務） 

(9) 草刈り業務にあっては、草刈り機の取り扱いに必要な資格を有すること。 

(10) 冬期間の除雪作業でロータリー車を運転するため、車両系建設機械運転業務免許を有する者を

含むこと。 

(11) 北海道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。 

(12) 会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく更生手続開始の決定を受けた者又は民事再生法

（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続き開始の決定を受けた者については、更生手続開始

の決定又は再生手続き開始を受けたこと及び破産法（平成 16年法律第 75号）に基づく破産手続き

開始の決定を受けていないことが確認できた者であること。 

 

４ 制限付一般競争入札参加資格の審査 

 (1) この入札は、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の５の２の規定による制限付

一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからエまでに定めるところにより、３

に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。 

  ア 申請の時期  令和８年２月１６日（月曜日）から令和８年２月２７日（金曜日）まで 

  イ 申請の方法  次の申請書類を提出しなければならない。 

（ア） 一般競争入札参加資格審査申請書（別記第１号様式） 

ウ 入札参加資格に関し、門別競馬場にて審査を行うことがある。 

  エ 申請書類の提出先 郵便番号 055-0008  

                          沙流郡日高町富川駒丘 76番地の 1  

             一般社団法人北海道軽種馬振興公社 業務部 競走関連Ｇ 

             電話番号  01456-2-2501 

 (2) 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。 

５ 契約条項を示す場所 

  沙流郡日高町富川駒丘 76番地の 1 一般社団法人北海道軽種馬振興公社 業務部 競走関連Ｇ 

６ 入札執行の場所及び日時 

 (1) 入札場所    沙流郡日高町富川駒丘 76番地の 1 

                  一般社団法人北海道軽種馬振興公社会議室 

（郵送の場合：〒055-0008 一般社団法人北海道軽種馬振興公社 業務部 競走関連Ｇ） 



 (2) 入札日時    令和８年３月６日（金曜日）  午前１１時００分 

 

 (3) 開札場所    (１)に同じ。 

 (4) 開札日時   (２)に同じ。 

 

７ 入札保証金及び契約保証金 

 (1) 入札保証金 

   入札に参加しようとする者は、その者の見積もった契約金額（消費税及び地方消費税相当額を含

む。）の 100 分の５に相当する額以上の入札保証金を納付し、又はこれに代える国債、地方債その

他知事が確実と認める担保を提供すること。ただし、北海道財務規則（北海道規則第 30 号。以下

「財務規則」という。）第 147 条の定めるところにより入札保証金の納付を免除された者は、この

限りでない。 

 (2) 契約保証金 

   契約を締結する者は、契約金額の 100 分の 10 に相当する額以上の契約保証金を納付し、又はこ

れに代える国債、地方債その他知事が確実と認める担保を提供すること。ただし、財務規則第 171

条の定めるところにより契約保証金の納付を免除された者は、この限りでない。 

 

８ 電子入札の可否 

  否。 

 

９ 送付による入札の可否 

  否。 

 

10 契約書作成の要否 

  要 

 

11 その他 

 (1) 開札の時において､３に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第 154 条各号に掲げる

入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

 (2) 落札者の決定方法 

     財務規則第 156 条第１項の規定により最低制限価格を設定しているので、財務規則第 151 条第 1

項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格で最低の価格を

もって入札（有効な入札に限る。）した者を落札者とする。 

 (3) 入札金額等に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。」の取扱い 

  ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加

算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもっ

て落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者で

あるかを問わず、見積もった契約金額の 110分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 

  イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるか

を申し出ること。 

  ウ 契約締結後、消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）の改正に伴い消費税及び地方消費税の変動

が生じた場合は、変更契約を締結する。 

 (4) 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地 

    ア  名  称    一般社団法人北海道軽種馬振興公社 業務部 競走関連Ｇ 

    イ  所在地    郵便番号 055-0008 

                  沙流郡日高町富川駒丘 76番地の１  

         電話番号  01456-2-2501 

(5) 初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。 

 (6) この入札は、取りやめること又は延期することがある。 

 (7) この入札の執行は、公開する。 

(8) 債権譲渡の承諾 

   この契約の相手方となった者（以下「契約者」という。）が契約の締結後に中小企業信用保険法

（昭和 25 年法律第 264 号）第３条の４の規定による売掛金債権担保保険に係る融資保証制度を利



用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約者が債権譲渡承諾依頼書を

北海道軽種馬振興公社に提出し、北海道軽種馬振興公社が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾

することができることとしているので、留意すること。 

   なお、承諾依頼に当たっては、北海道軽種馬振興公社が指定する様式により依頼すること。 

(9) その他 

   この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。 



一 般 競 争 入 札 心 得 

 
（総 則） 

第１条 一般社団法人北海道軽種馬振興公社（以下「公社」という。）が発注する各種契約の入札に当たっ

ては、別に定めのあるもののほかこの心得を承知してください。 

 

（入札保証金等） 

第２条 入札参加者（入札保証金の納付を免除されている者は除く。）は、入札執行前に、見積もった契約

金額（消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)相当額を含んだ額）の 100 分の５に相当する額

以上の入札保証金を納付し、又はこれに代える担保を提供しなければなりません。ただし、保険会社との

間に公社を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該入札保証保険証券を提出したときは、入札保

証金の全部又は一部の納付を免除します。 

２ 前項の入札保証保険契約は、定額（定率）てん補の特約のあるものとし、かつ、保険期間が入札当日か

ら起算して９日以上のものでなければなりません。 

３ 入札保証金に代える担保として定期預金債権を提供するときは、その担保に質権を設定し、当該金融機

関の確定日付けのある承諾書を提供してください。 

４ 入札保証金に代える担保として銀行又は公社理事長（以下「理事長」という。)の指定する金融機関の

保証を提供するときは、保証期間を入札当日から起算して９日以上とした当該保証を証する書面を提出し

てください。 

 

（入 札） 

第３条 入札参加者は、入札書を作成し、封書の上、自己の氏名を表記して提出（入札箱に投入）しなけれ

ばなりません。 

２ 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14年法律第 99号）第２条第６項に規定する

一般信書便事業者、同条第９項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第３条第４号に規定する外国信

書便事業者による同法第２条第２項に規定する信書便（以下「郵便 等」という。）による入札を認める場

合において、前項の入札書を郵便等により送付して入札しようとする者は、その封筒に「入札書」と朱書

きし、配達証明郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第２条第６項に規定する一般信書便事

業者、同条第９項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第３条第４号に規定する外国信書便事業者の

提供する同法第２条第２項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして理事長が定め

るもので提出しなければなりません。 

 

（公正な入札の確保） 

第４条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22年法律第 54号）等に抵

触する行為を行ってはなりません。 

２ 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思につ

いていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければなりません。 

３ 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはなりません。 

 

（代 理） 

第５条 入札参加者は、代理人をして入札に参加させようとするときは、当該入札の執行前に その旨を証

する書面（委任状）を入札執行者に提出しなければなりません。この場合において、入札書には、入札参

加者（委任者）と代理人の氏名（法人の場合は、その名称及び代表者氏名）を併記し、代理人が押印して

入札するものとします。 

２ 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできません。 

３ 入札参加者は、競争入札の参加を排除されている者又は競争入札の参加資格を停止されている者を入札

代理人とすることはできません。 

 

（入札書の書換え等の禁止） 

第６条 入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書を書き換え、引き換え、又は撤回することはで

きません。 

 

 



（無効入札） 

第７条  次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。 

 (1) 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札 

 (2) 入札書の記載金額を加除訂正した入札 

 (3) 入札書に記名押印がない入札 

 (4) 所定の入札保証金の納付又はそれに代える担保の提供をしない者のした入札 

 (5) 一の入札者又はその代理人が同一事項について二以上の入札をしたときの入札 

 (6) 代理人が２人以上の者の代理をしてした入札 

 (7) 入札者が同一事項について他の入札者の代理をしたときの双方の入札 

 (8) 郵便等による入札で所定の日時までに到着しなかったもの 

 (9) 無権代理人がした入札 

 (10) 入札に関し不正の行為があった者のした入札（当該行為が契約締結前に明らかとなったものに限る。） 

 (11) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札 

 (12) その他入札に関する条件に違反した入札 

 

（開 札） 

第８条 開札は、公告又は通知した場所において、入札の終了後直ちに入札参加者又はその代理人の面前で

行います。ただし、入札参加者又はその代理人が開札の場所に出席できないときは、当該入札事務に関係

のない職員を開札に立ち会わせます。 

 

（再度入札等） 

第９条 開札の結果、落札に至らない場合は、直ちに出席者（初度の入札参加者）で再度入札を行います。 

また、再度入札によっても落札に至らなかった場合には、随意契約によることがあります。 

 

（落札者の決定） 

第 10条 有効な入札を行った者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格で入札をした者を落札者とします。 

ただし、最低制限価格を設定した場合は、その最低制限価格以上予定価格の範囲内で最低の価格で入札した

者を落札者とします。 

２ 落札者となるべき価格で入札した者が２人以上いる場合は、くじ引きにより落札者を決定します。この

場合において、くじを引かない者があるときは、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせます。 

 

（最低価格の入札者を落札者としない場合） 

第 11 条 開札の結果、次の各号のいずれかに該当するときは、予定価格の範囲内で最低の価格で入札した

者を落札者としない場合があります。 

 (1) 当該申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれが

あると認められるとき。 

 (2) その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当と

認められるとき。 

２ 前項の規定に該当する入札を行った者は、支出負担行為担当者の行う調査に協力しなければなりません。 

３ 第１項の規定に基づき、最低の価格で入札した者を落札者としない場合は、予定価格の範囲内で申込み

をした他の者のうち、最低の価格で申込みをした者を落札者とします。 

（注）この条項は、契約内容が製造その他についての請負に該当する場合に適用する。 

 

 （入札保証金等の返還） 

第 12 条 落札者が決定した場合、入札保証金又はそれに代える担保は、落札者に対しては契約締結後に、

落札者以外の者に対しては入札執行後に返還します。 

２ 再度入札の結果落札者がなく当該競争入札が打ち切られた場合は、入札保証金又はこれに代える担保は

すべて返還します。 

 

（契約の締結） 

第 13 条 落札者が当該契約を締結しようとするときは、支出負担行為担当者の作成した契約書案に記名押

印の上、落札決定の通知を受けた日から７日以内に支出負担行為担当者に提出しなければなりません。 

 



 

（入札保証金等の帰属） 

第 14 条 落札者が当該入札に係る契約を締結しないときは、当該落札者が納付した入札保証金又はその納

付に代えて提供した担保は、公社に帰属します。 

２ 落札者であって入札保証金の納付を免除されたものが契約を締結しないときは、当該落札者の見積もっ

た契約金額（消費税等相当額を含んだ額）の 100 分の 5 に相当する額の違約金を公社に納付しなければな

りません。 

 

（契約保証金等） 

第 15 条 契約を締結しようとする者（契約保証金の納付を免除されている者を除く。）は、契約金額の 100

分の 10に相当する額以上の契約保証金を納付し、又はこれに代える担保を提供しなければなりません。た

だし、保険会社との間に公社を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該履行保証保険証券を提出

したときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除します。 

２ 前項の履行保証保険契約は、定額（定率）てん補の特約のあるものとし、かつ、保険期間が契約期間の

始期から終期(目的物の引渡しを要する業務にあっては、契約期間の始期から目的物の引渡し完了予定日)

までの期間以上のものでなければなりません。 

３ 契約保証金に代える担保として定額預金債権を提供するときは、その担保に質権を設定し、当該金融機

関の確定日付けのある承諾書を提出してください。 

４  契約保証金に代える担保として銀行又は理事長の指定する金融機関の保証を提供するときは、契約期間

の終期（目的物の引渡しを要する業務にあっては、目的物の引渡し期限）までに生じる債務不履行が保証

されることを証する書面を提出してください。 

 

（入札保証金等の充当） 

第 16 条 落札者は、当該入札に係る入札保証金又はそれに代える担保の一部又は全部を契約保証金の一部

に充てることができます。 

 

（談合情報に対する対応） 

第 17 条 入札に関して談合情報があった場合は、入札の執行の延期、事情聴取及び積算の内訳書の徴取を

行うこと又は入札の執行を取りやめることがあります。 

２ 契約締結後に入札談合の事実があったと認められたときは、契約を解除することがあります。 

 

（入札の取りやめ等） 

第 18 条 前条第１項及び第２項に定めるもののほか、支出負担行為担当者が入札を公正に執行することが

できないなど特別の事情があると認めるときは、入札の執行を延期し、又は取りやめることがあります。 

 

（入札の辞退） 

第 19 条 入札参加者として指名された者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退すること

ができます。 

２ 入札参加者として指名された者は、入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申

し出てください。 

 (1) 入札執行前にあっては、その旨を文書又は口頭により支出負担行為担当者に連絡すること。 

 (2) 入札執行中にあっては、その旨を口頭により入札を執行する者に連絡すること。 

３ 前項により入札を辞退した者に対し、これを理由に以後の指名等において不利益な取扱いを行うことは

ありません。 

 

（不正行為に伴う損害賠償等） 

第 20 条 入札に関して談合等の不正行為があった場合は、契約で定めるところにより、賠償金を徴収し、

又は契約を解除することがあります。 



別記第１号様式 
 

 一般競争入札参加資格審査申請書 

 

                                                         令和  年  月  日 

 

   一般社団法人北海道軽種馬振興公社 理事長 大 鷹 千 秋 様 

 

                                   （申請者） 

                                    住          所 

                                    商号又は名称 

                                    代表者職・氏名                ㊞ 

                                    連絡先（担当者・TEL） 

 

令和８年２月１６日付けで入札告示のありました次の契約に係る競争入札参加資格について

審査されたく、関係書類を添えて申請します。 

なお、入札参加資格の要件すべてを満たしていること、並びに本申請書及び添付書類のすべて

の記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。 

 

                                           記 

 

   １  契約の名称 

       門別競馬場馬場整備等管理業務及び発馬機取扱業務委託契約 

   ２ 日高町内若しくは近郊の市町村内の営業所等 

   ３ 添付書類 

（１） 類似契約履行実績調書（別記第２号様式） 

（２） 契約履行実績を証明する書面（別記第３号様式）又は契約書の写し 

 

 注１ この申請書には、表面に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分の切手を貼付した

返信用封筒を併せて提出すること。 

  ２ 「印」は、法人にあっては代表取締役の印、個人にあっては代表者の印を押すこと。 



履行場所

（市町村名）

自 年 月 日

至 年 月 日

自 年 月 日

至 年 月 日

【記載方法について】

１

２

３

４

５ １、２に該当する契約を３件以上有する場合は、３、４により２件まで記載すること。

7

６ 類似契約履行実績を証明するものとして、別記第３号様式（契約履行実績証明書）又は契約書の写しを添付すること。
※　契約書の写しを添付する場合は、「本書内容について誠実に履行が完了したことを誓約します。」等の文言及び代表者職・氏名を記載し代表者印を押すこと。

この様式は、申請者が中小企業等共同組合法（昭和24年法律第181号）に基づき設立された中小企業等共同組合及び中小企業団体の組織に関する法律（昭和32年法律第185号）に基づき
設立された共同組合の場合は、各構成員ごとに作成すること。

別記第２号様式

告示において明示した調達する役務と種類及び規模をほぼ同じくする契約にかかる履行実績について記載すること。

資格審査申請日の直前２営業年度（当該営業年度が24月に満たない場合は、24月分）における実績を記載すること。なお、記載する契約は委託期間が満了していることとし、申請日以降に
契約期間が及ぶ契約は記載しないこと。
（記載する契約の委託期間例・・・平成16年4月1日～平成17年3月31日、平成17年4月1日～平成18年3月31日）

類　似　契　約　履　行　実　績　調　書

申請者名

契約期間
馬場整備等管理業務及び
発馬機取扱業務契約名

発注機関名

国（公団を含む）又は地方公共団体（地方住宅供給公社を含む。）との契約を優先的に記載すること。

３に次ぐ優先順位として、金額の多い契約を優先的に記載すること。

契約金額（円）
馬場整備等管理業務及び
発馬機取扱業務契約名



（発注者）

様

（受注者）

住 所

商 号 又 は 名 称

代 表 者 氏 名 印

次の契約を履行したことを証明願います。

履行場所 履行状況

（市町村名） （良・否）

印

契約年月日契約金額（円）

　　　　年　　　　月　　　　日

上記契約を履行したことを証明します。

発注者（証明者）

注　この様式は、類似契約履行実績を証明するために使用すること。

契約の内容、規模 契約期間事業年度
馬場整備等管理業務及び
発馬機取扱業務契約名

別記第３号様式

契　　約　　履　　行　　実　　績　　証　　明　　書



委 託 契 約 書（案） 

 

 一般社団法人北海道軽種馬振興公社（以下「甲」という。）と  

（以下「乙」という。）とは、業務の委託について次のとおり契約する。 

（委託業務） 

第１条 甲は、次に掲げる業務（以下「委託業務」という。）の処理を乙に委託し、乙は

これを受託する。 

 門別競馬場馬場整備等管理業務及び発馬機取扱業務 

（処理の方法） 

第２条 乙は、別紙委託業務処理要領（以下「要領」という。）により、委託業務を処理

しなければならない。 

２ 前項の要領に定めのない事項については、甲乙協議して処理するものとする。 

（委託期間） 

第３条 委託期間は、次のとおりとする。 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日までのうち３５９日間。 

 別紙、業務委託日程のとおり。 

（委託料） 

第４条 甲は、委託業務に対する委託料として金    万    円（内消費税及び

地方消費税の額金    万    円）を乙に支払うものとする。 

２ 委託料の内訳は、次のとおりとする。 

支 払 区 分 委  託  料 

４月１日～５月３１日 （６１日間） 円 

６月１日～７月３１日 （６１日間） 円 

８月１日～９月３０日 （６１日間） 円 

１０月１日～１１月３０日（６１日間） 円 

１２月１日～１月３１日 （５６日間） 円 

２月１日～３月３１日 （５９日間） 円 

合   計 円 

 

（契約保証金） 

第５条 契約保証金は、免除する。 

（権利義務の譲渡等） 

第６条 乙は、この契約によって生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、又は承継さ

せてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合はこの限りでな

い。 



（再委託の禁止） 

第７条 乙は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委任し、又は請け負わせては

ならない。 

２ 乙は、自ら委託業務の処理に従事できないときは、前項の規定にかかわらず、あら

かじめ甲の承認を得て，甲の指定する期間に限り、乙の責任において第三者に委託業

務の処理をさせることができる。 

 

（業務担当員） 

第８条 甲は、乙の委託業務の処理について必要な連絡指導に当たる業務担当員を定め、

乙に通知するものとする。業務担当員を変更した場合も同様とする。 

 

（業務処理責任者等） 

第９条  乙は、委託業務の処理について業務処理総括責任者及び業務処理副総括責任者

を定め、遅滞なく、甲に通知するものとする。業務処理総括責任者又は業務処理副総

括責任者を変更した場合も、同様とする。 

２ 業務処理総括責任者は業務技術経験年数が３年以上の者、業務処理副総括責任者は

業務技術経験年数が２年以上の者とする。 

３ 乙は、委託業務に従事する従業員を定め、遅滞なく、その氏名、年令及び住所を 

甲に通知するものとし、そのうち３名を主任者と定め、業務処理の責任体制を明確に

するものとする。委託業務に従事する従業員に異動があった場合も、遅滞なく、甲に

通知するものとする。 

４ 主任者は業務技術経験年数が２年以上の者とする。 

５ 乙は、委託業務に従事する乙の従業員に対する雇用者及び使用人として、労働関係

法令に定める全ての責任を負うものとする。 

 

（業務処理責任者等の変更請求等） 

第 10 条 甲は、業務処理責任者又は主任者が、委託業務の処理上著しく不適当と認めら

れるときは、その理由を付した書面により、乙に対し、その変更を請求することがで

きる。 

２ 乙は、前項の請求があったときは、その日から１０日以内に必要な措置を講じ、そ

の結果を甲に通知しなければならない。 

 

（物品の使用等） 

第 11 条 委託業務の処理に必要な消耗品及び物品は、乙の負担とする。 

 

（報告義務） 

第 12 条 乙は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、直ちに甲又は業務



担当員と協議しなければならない。 

 （１） 要領で定める方法以外の方法により委託業務を処理する必要があると認めら

れるとき。 

 （２） 委託業務に付随して処理する必要があると認められる業務が生じたとき。 

 （３） 委託業務の処理につき、重大な事故が生じたとき。 

２ 乙は、前項各号に掲げる事実の処理が緊急を要するものである場合にあっては、当

該処理をした後、遅滞なく、甲又は業務担当員にその処理経過、結果等を報告するも

のとする。 

 

 （調査等） 

第 13 条 甲は、委託業務の処理状況について、随時に調査し、報告を求め、又は当該業

務の処理につき適正な履行を求めることができる。 

 

（委託料の請求及び支払） 

第 14 条 乙は、競馬開催区分ごとに委託業務が終了したときは、甲に対して委託料の支

払の請求をするものとする。 

２ 甲は、前項の適法な請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内に当該委託

料を支払うものとする。 

３ 甲は、その責めに帰すべき理由により前項の委託料の支払が遅れたときは、当該未

払金額につきその遅延日数に応じ、年 2.5 パーセントの割合で計算して得た額の遅延

利息を乙に支払うものとする。 

４ 委託料の支払場所は、（一社）北海道軽種馬振興公社とする。 

 

（契約の解除） 

第 15 条 甲は、乙が次のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。 

（１） 委託業務の処理が著しく不適当であると明らかに認められるとき。 

（２） 正当な理由なしに甲との協議事項に従わないとき。 

（３） その責めに帰すべき理由によりこの契約に違反したとき。 

（４） 第３項に規定する理由によらないで契約解除の申し出をしたとき。 

２ 甲は、前項各号に定める場合のほか、必要あるときは、この契約を解除することが

できる。この場合においては、甲は、この契約を解除しようとする日の 30 日前までに、

乙に通知しなければならない。 

３ 前項の規定による解除が、月の途中で行われるときは、甲は、当該月における委託

料を乙に支払うものとする。 

第 15 条の２ 甲は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を

解除することができる。この場合において、乙は、解除により生じた損害の賠償を請

求することができない。 



 (1) 乙が排除措置命令（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年

法律第 54 号。以下この条及び第 8 条の 2 において｢独占禁止法｣という。）第 49

条に規定する排除措置命令をいう。以下この条及び第 8 条の 2 において同じ。）を

受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法（昭和 37 年法律

第 139 号）第 3 条第 2 項に規定する処分の取消しの訴え（以下この条において｢処

分の取消しの訴え｣という。）が提起されなかったとき。 

 (2) 乙が納付命令（独占禁止法第 62 条第 1 項に規定する課徴金の納付命令をいう。以

下この条及び第 8 条の 2 において同じ。）を受けた場合において、当該納付命令に

ついて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき（当該納付命令が独占禁止法 

   第 63 条第 2 項の規定により取り消されたときを含む。）。 

 (3) 乙が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令は当該

納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消し

の訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。 

 (4) 乙以外のもの又は乙が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命

令又は納付命令において受注者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業

活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの

訴えが提起されなかったとき（当該納付命令が独占禁止法第 63 条第 2 項の規定

により取り消されたときを含む。）又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが

提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判

決が確定したとき。 

 (5) 排除措置命令又は納付命令（これらの命令が受注者に対して行われたときは処分

の取消しの訴えが提起されなかった等の場合（これらの命令について処分の取消

しの訴えが提起されなかった場合（当該納付命令が独占禁止法第 63 条 2 項の規

定により取消された場合を含む。）又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが

提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判

決が確定したときをいう。以下この号において同じ。）における受注者に対する命

令とし、これらの命令が乙以外のもの又は受注者が構成事業者である事業団体に

対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における

各名宛人に対する命令とする。）により、乙に独占禁止法に違反する行為があった

とされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合にお

いて、この契約が当該期間（これらの命令に係る事件について、公正取引委員会

が乙に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、

当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間

（独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項に規定する実行期間をいう。）を除く。）に入札又

は会計処理規程細則第 29 条第 2 項の規定による見積書の徵取が行われたもので

あり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき（当該違反する行為が、こ

の契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。）。 



(6) 乙が（乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。）について、独占

禁止法第 89 条第 1 項、第 90 条若しくは第 95 条（独占禁止法第 89 条第 1 項又は

第 90 条に規定する違反行為をした場合に限る。）に規定する刑又は刑法（明治 40

年法律第 45 号）第 96 条の６若しくは第 198 条に規定する刑が確定したとき。 

 

第 16 条 乙は、必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合おいて

は、乙は、この契約を解除しようとする日の 30 日前までに、甲に申し出なければなら

ない。 

 

（損害賠償） 

第 17 条 第１５条第１項の規定により契約が解除されたときは、乙は、委託料の額の

100 分の 10 に相当する額の賠償金を甲に支払わなければならない。 

２ 第１５条第２項または前条の規定により契約を解除した場合において、契約の相手

方に損害を与えたときは、甲又は乙は、その損害を賠償しなければならない。 

３ 乙は、その責めに帰すべき理由により委託業務の処理に関し甲に損害を与えたとき

は、その損害を賠償しなければならない。 

４ 前２項の規定により賠償すべき損害額は、甲乙協議して定めるものとする。 

５ 乙は、委託業務の処理に関し、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてそ

の賠償をするものとする。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき理由による

場合は、甲の負担とする。 

第 17 条の２ 乙は、この契約に関して、第１５条の２各号のいずれかに該当するときは、

甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として委託料の額の１０分の２に相当す

る額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第１号、第３号

及び第４号に掲げる場合において、排除措置命令又は審決の対象となる行為が、独占

禁止法第２条第９項に基づく不公正な取引方法（昭和５７年公正取引委員会告示第１

５号）第６項に規定する不当廉売であるときその他甲が特に認めるときは、この限り

でない。 

２ 甲は、実際に生じた損害の額が前項の委託料の額の１０分の２に相当する額を超え

るときは、乙に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。 

３ 前２項の規定は、契約を履行した後においても適用があるものとする。 

 

（相殺） 

第 18 条 甲は乙に対して金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する委託料請求権そ

の他債権と相殺することができる。 

 

（秘密の保持） 

第 19 条 乙は、委託業務の処理に関し知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 



２ 乙は、その使用する者が委託業務に関し知り得た秘密を他に漏らさないようにしな

ければならない。 

 

（厩舎関係者の不適切事案に関する報告義務） 

第 20 条 乙は調教師、調教師補佐、騎手及び厩務員における競馬法又はその他法令等違

反行為に関する情報を取得した場合は、甲が設置する報告窓口（公社競走関連部

01456-2-3564）に速やかに報告するものとする。 

２ 乙は取得した情報の取扱いには十分に留意するものとする。 

 

（管轄裁判所） 

第 21 条 この契約について訴訟等の生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判

所を第一審の裁判所とする。 

 

（契約に定めのない事項） 

第 22 条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、甲乙協議して定めるもの

とする。 

 この契約書を証するため、本書を２通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その１通

を保有するものとする。 

 

 令和 年 月  日 

                      沙流郡日高町富川駒丘７６番地１ 

                    甲 一般社団法人 北海道軽種馬振興公社 

                      理事長   大 鷹  千 秋 

 

 

 

                    乙 



門別競馬場馬場整備等管理業務及び発馬機取扱業務処理要領 

 

 門別競馬場馬場整備等管理業務及び発馬機取扱業務を下記により実施する。 

 

１ 実施場所及び業務の範囲 

 （１）実施場所   門別競馬場 

 （２）実施期間   令和８年４月１日から令和９年３月３１日までのうち３５９日間 

            （令和８年１２月２９日～令和９年１月３日は休務日とする。６日間） 

 （２）業務の範囲  別紙図面のとおり 

 

２ 業務内容 

（１）  馬場整備業務 

   ア レース前後、レース間及び調教終了後のハローがけ整備 

   イ 馬場の散水 

   ウ 競馬場における人馬の救護 

   エ 馬場の砂厚調整作業 

   オ 屋内調教用坂路施設のハローがけ整備及び散水 

   カ 雨や風により走路埒下に砂が流出した際の手作業によるかき上げ 

   キ 雨や風により走路側溝に砂が流出した際の清掃 

 

（２）  発馬機取扱業務 

   ア 発馬機の組立、調整 

   イ 牽引トラクターの操作 

   ウ 発馬機の操作 

   エ 発走練習における補助 

   オ その他は発馬機に付随する機器の取扱 

 

（３）  整馬業務（門別競馬開催日のみ） 

   ア 競走馬の枠入れ 

   イ 馬及び車両出入口の開閉 

   ウ 放馬止め作業 

   エ 厩務員の誘導 

 

（４） 競走距離別による内回りコース埒の移動設置業務 

調教、整備に係る開催前内回りコース埒の移動業務 

 

（５） 交流競走馬誘導業務 

ア 定められた時間までに、交流きゅう舎から装鞍所への出走馬の誘導 

イ 競走終了後、交流きゅう舎への出走馬の誘導 

ウ 競走終了後、１着馬、２着馬または指定馬の検体所への誘導 

 

（６） 堆肥収集運搬管理業務 

ア 厩舎で排出する使用した馬房敷料、馬の糞尿等を放牧地堆肥置き場まで収集運搬する業務 

イ 放牧地堆肥置き場に積まれた堆肥を定期的にかき上げる業務 

ウ 厩舎の堆肥置き場前などが掘れた場合などの軽微な砂入れ等、堆肥業務全般に係る管理業務 

エ 厩舎堆肥置き場の寝藁をかき上げる業務 



（７） 堆肥搬出管理業務 

ア 放牧地堆肥置き場から指定された車輛等への堆肥積込業務 

イ 指定された車輛等の誘導管理業務 

ウ 事故等、積載荷重量の管理業務 

 

（８） 上記（１）から（７）に係る書類、物品整理業務 

 

（９） 薬殺、斃死馬の処理場までの運搬 

 

（１０） 能力検査の補助及び馬場整備等 

  

 （１１） 厩舎地区業務 

   ア 馬道等の整備作業 

   イ 競馬場内車道等の散水 

   ウ 馬房及び厩舎周辺の消毒作業 

   エ 簡単な草刈り 

 

 （１２） 冬期間における管理業務 

   ア 凍結防止剤の散布 

   イ 除排雪作業 

   ウ 早朝馬場整備（5:00 ～ 8:00） 

 

 （１３） 草刈業務 

   ア 馬場内草刈り（年２回×4日間） 

     刈高  ５㎝未満程度 

   イ 厩舎地区草刈り（年２回×10日間） 

     集草、積込、搬出すること 

   ウ 国道側法面草刈り（年２回×10日間） 

     集草、積込、搬出すること 

   エ 駐車場下法面（１～２コーナー側）草刈り（年２回×4日間） 

     集草、積込、搬出すること 

   オ 屋内坂路施設除草（年２回×6日間） 

     集草、積込、搬出すること 

   カ 構内緑地帯及びアパート周辺除草（年２回×10日間） 

     集草、積込、搬出すること 

 

（１４） 競馬場構内除雪業務（１２月～３月） 

  ア 除雪量（積雪）１０ｃｍ以上 

  イ 車輛の通行及び駐車または歩行に支障ない状態に除雪 

  ウ 除雪地区 

    ａ 厩舎地区 

    ｂ アパート地区 

ｃ 居住者用駐車用 

ｄ ファン用通路 

ｅ ファン用駐車場 

ｆ 管理事務所周辺 

ｇ 駒丘寮周辺 

ｈ 職員住宅及び寮周辺 



 （１５） パドック清掃業務 

   ア 半開催毎（毎週）にパドック内の馬糞、蹄鉄による汚れの清掃 

 

 （１６） 厩務員バス運転業務 

   ア 競馬開催及び能力検査において毎競走の厩務員の発走地点までの移動用バスの運転 

   イ 競馬開催中、バスの中で厩務員が飲む飲料水の補充 

   ウ 返し馬時、騎手が着用する防寒着、雨合羽の回収 

   エ バスの洗車、点検等管理 

 

 （１７） その他業務担当員から指示のあった場合、競馬場各施設の整備等を随時実施すること。 



３ 業務処理人員は次のとおりとする。 

 

 業   務   名 人  員 

能力検査業務（春期） 

門  別 

 ３名 

発走練習業務（春期）  １名 

発馬機組立業務  ５名 

開催前準備業務 １９名 

開催業務 １８名 

開催業務（追走）  ２名 

整馬業務  ９名 

開催前埒移動業務（準備・後始末）  ９名 

開催前埒移動業務（時間外１０：００ ～ １１：３０） １２名 

埒設置業務 １８名 

休催日整備業務（前日） １２名 

休催日整備業務  ７名 

馬場整備業務（時間外８：３０ ～ １１：３０）  ３名 

馬場整備業務（時間外１０：００ ～ １１：３０）  ７名 

発走練習・馬場整備業務（時間外７：３０ ～ １１：３０）  ３名 

開催後始末業務 １７名 

馬場整備業務（夜勤）  ２名 

パドック清掃  ３名 

発走誘導員業務  １名 

厩務員バス運転業務  １名 

冬期馬場整備業務  ７名 

冬期馬場整備業務（時間外５：００ ～ ８：００）  ６名 

馬場内草除草  ７名 

厩舎地区除草  ５名 

構内緑地帯・アパート除草  ６名 

国道側法面除草  ８名 

駐車場下法面除草  ５名 

屋内調教用坂路施設除草  ５名 

屋内調教用坂路施設整備  ２名 

走路埒下かき上げ業務  ６名 

走路側溝清掃業務  ５名 

堆肥収集運搬管理業務  ５名 

堆肥搬出管理業務  ３名 

堆肥かき上げ管理業務  ２名 

交流競走誘導業務  ２名 

競馬場構内除雪業務  ４名 



 

４ 業務時間 
 

区 分 

勤務地 
開  催  日 休  催  日 

門別競馬場 １２：３０ ～ ２１：００ ８：３０ ～ １７：３０ 

馬場整備（レース前） 
 ８：３０ ～ １１：３０ 

１０：００ ～ １１：３０ 

 

発走練習・馬場整備（レース前）  ７：３０ ～ １１：３０ 
 

冬期馬場整備業務  ８：３０ ～ １７：３０ ５：００ ～ ８：００（時間外） 

草刈り業務  ８：３０ ～ １７：３０ 
6月 1日～10月 31日の間の 

非開催日 

屋内調教用坂路整備 １２：３０ ～ ２１：００ ８：３０ ～ １７：３０ 

競馬場構内除雪業務  ２：００ ～ １０：００ 

 

 

５ 使用機材（以下、「機材等」という。）及び消耗品 

（１） 機材等 

以下の機材等については、甲から乙に無償貸付し、燃料は甲の負担とする。 

① 多目的トラクター ７台 

② ゲート ８台 

③ ゲート牽引用トラクター ２台 

④ 散布車 １台 

⑤ タイヤショベル ２台 

⑥ 散水車 ５台 

⑦ 救護車 ２台 

⑧ 馬運車 ２台 

⑨ ダンプトラック ２台 

⑩ 四輪駆動乗用車 １台 

⑪ トラクター ２台 

⑫ 草刈り用モアー １台 

⑬ ウッドチップ用攪拌機 ２台 

⑭ ウッドチップ用鎮圧機 ２台 

⑮ ウッドチップ用散水車 ２台 

 

 （２）消耗品  

ア 作業服は乙の負担とする。 

イ 凍結防止剤及び消毒剤等、ア以外の資材は甲の負担とする。 

 

６ 機材等の破損による取扱い 

  不慮の事故により甲の機材等に破損等が生じた場合は、ただちにその旨を業務担当員に報告すること。 

乙の責めに帰すべき理由により、機材等に修繕等を要することとなった場合、乙の負担においてただち

に手当てを行うこと。 

 



７ 機材等の管理 

  乙は、機材等を委託期間において業務終了後毎日点検し、善良な管理者の注意義務をもって使用す

ること。 

 

８ 報告の義務 

  乙は、委託期間において業務終了後毎日、業務処理日報をもって処理の内容を業務担当員に報告す

るとともに、車両の運行に関しては、走行距離等の必要事項を車両運行管理簿に記入すること。 
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８月

９月

門⑨ 門⑩

門⑪ 門⑫

６月

７月

門⑤ 門⑥

令和8年度　馬場整備及び発馬機取扱業務日程表

４月

５月

門①

門② 門③

門⑦ 門⑧
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〇 ＝ 3 名 ～ 8 日

▽ ＝ 1 名 ～ 17 日

△ ＝ 5 名 ～ 4 日

■ ＝ 19 名 ～ 4 日

☆ ＝ 18 名 ～ 85 日
☒ ＝ 2 名 ～ 88 日

□ ＝ 9 名 ～ 85 日
♪ ＝ 18 名 ～ 87 日

※ ＝ 12 名 ～ 30 日

◎ ＝ 7 名 ～ 107 日

● ＝ 3 名 ～ 44 日

◆ ＝ 7 名 ～ 85 日

◇ ＝ 3 名 ～ 41 日

▲ ＝ 17 名 ～ 4 日

♯ ＝ 2 名 ～ 6 日

♭ ＝ 3 名 ～ 32 日

B ＝ 1 名 ～ 111 日

R① ＝ 9 名 ～ 2 日

R② ＝ 12 名 ～ 85 日
∮ ＝ 1 名 ～ 86 日

★ ＝ 7 名 ～ 129 日

▼ ＝ 6 名 ～ 100 日

① ＝ 2 名 ～ 85 日

② ＝ 2 名 ～ 258 日

K ＝ 6 名 ～ 30 日

S ＝ 5 名 ～ 30 日

T ＝ 5 名 ～ 207 日

T2 ＝ 3 名 ～ 20 日

TK ＝ 2 名 ～ 50 日

Y ＝ 2 名 ～ 20 日

J ＝ 4 名 ～ 80 日

交 流 競 走 馬 誘 導 業 務 15:00 21:00 ナイター開催

競 馬 場 構 内 除 雪 管 理 業 務 （ 冬 期 間 ） 2:00 10:00

堆 肥 収 集 運 搬 管 理 業 務 8:30 17:30

堆 肥 搬 出 管 理 業 務 8:30 17:30

堆 肥 か き 上 げ 管 理 業 務 10:00 13:00

走 路 埒 下 か き 上 げ 業 務 8:30 17:30

走 路 側 溝 清 掃 業 務 8:30 17:30

屋 内 調 教 用 坂 路 施 設 整 備 12:30 21:00

屋 内 調 教 用 坂 路 施 設 整 備 8:30 17:30

馬 場 整 備 業 務 （ 冬 期 間 ） 8:30 17:30

馬 場 整 備 業 務 （ 時 間 外 ） 5:00 8:00

開 催 前 埒 移 動 業 務 （ 時 間 外 ） 11:00 12:30 ナイター開催

発 走 誘 導 員 業 務 12:30 21:00 ナイター開催

厩 務 員 バ ス 運 転 業 務 12:30 21:00 ナイター開催

開 催 前 埒 移 動 業 務 （ 準 備 、 後 始 末 ） 8:30 17:30

馬 場 整 備 業 務 （ 夜 勤 ） 21:00 5:00 ナイター開催

パ ド ッ ク 清 掃 業 務 8:30 17:30

発 走 馬 場 整 備 業 務 （ 時 間 外 ） 7:30 11:30 ナイター開催

開 催 後 始 末 業 務 8:30 17:30

馬 場 整 備 業 務 （ 時 間 外 ） 8:30 11:30 ナイター開催

馬 場 整 備 業 務 （ 時 間 外 ） 10:00 11:30 ナイター開催

休 催 日 整 備 業 務 （ 前 日 ） 8:30 17:30

休 催 日 整 備 業 務 8:30 17:30

整 馬 業 務 12:30 21:00 ナイター開催

埒 設 置 業 務 12:30 21:00 ナイター開催

開 催 業 務 12:30 21:00 ナイター開催

開 催 業 務 （ 追 走 ） 12:30 21:00 ナイター開催

発 馬 機 組 立 業 務 8:30 17:30

開 催 前 準 備 業 務 8:30 17:30

合　計 16 85 発 走 練 習 業 務 （ 春 期 ） 8:30 17:30

人数 門別業務時間 合計 備　考
門　別 16 85 能 力 検 査 業 務 （ 春 期 ） 8:30 17:30

２月

３月

開催場 回数 日数 業　　務　　名

１月

10月

11月

門⑮

12月

門⑬ 門⑭

門⑯



使　　　用　　　機　　　材　　　等 備　　　　考

○ 能力検査業務（春期）

▽ 発走練習業務（春期）

△ 発馬機組立業務

■ 開催前準備業務

☆ 開催業務

□ 整馬業務

☒ 開催業務(追走）

♪ 埒設置業務

※ 休催日整備業務(前日）

◎ 休催日整備業務

●
馬場整備業務
（時間外・８：３０～１１：３０）

◆
馬場整備業務
（時間外・１０：００～１１：３０）

◇ 発走・馬場整備業務
（時間外・７：３０～１１：３０）

▲ 開催後始末業務

＃ 馬場整備業務（夜勤）

★ 馬場整備業務（冬期間）

▼ 馬場整備業務（時間外）

① 屋内調教用坂路施設整備業務

② 屋内調教用坂路施設整備業務

♭ パドック清掃業務

∮ 発走誘導員業務

B 厩務員バス運転業務

R① 開催前埒移動業務（準備・後始末）

R② 開催前埒移動業務（時間外）

K 走路埒下かき上げ業務

S 走路側溝清掃業務

T 堆肥収集運搬管理業務

T2 堆肥搬出管理業務

TK 堆肥かき上げ管理業務

Y 交流競走馬誘導業務

J 競馬場構内除雪管理業務（冬期間）

業　　　務　　　処　　　理　　　日　　　報
業務処理責任者　　　氏　　　名 報　告　者　　　　氏　名　　　印

令和　　　年　　　月　　　日　　（　　　）
　                                　　　　　　　　　 　　      ㊞

確認者　業務担当員　                                　　　　　　㊞
上記のとおり門別競馬場馬場整備等管理業務及び発馬機取扱業務が行われたことを確認しました。

業　　　　　　務　　　　　名 作　　　　業　　　　内　　　　容



76-8

76-15

77-1

道

道沙流郡日高町富川西11丁目

沙流郡日高町富川西10丁目

76-19
沙流郡日高町

沙流郡日高町

水抜看板

D DD

T T

ﾌｪﾝｽH=1.85

D

T

D

ｷﾛﾎﾟｽﾄ
31.5km

D D D ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ

H

看

T T

D

低型縁石 低型縁石

As As

NTT看板

NTT看板
NTT看板

NTT看板
一等水準点

ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ

HPφ450

D
DD

D
DDDDｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ

低型縁石

フ
ェ
ン
ス
H=2.30

NTT看板

フ
ェ
ン
ス
H=
2.
30

HPφ600

HPφ600

U4 5
0

H Pφ
4 5 0

U 30 0B

グ
レ
ー

チ
ン
グ

U 30 0 B

沈殿池

フ
ェ
ン
ス
H=
2.
30

グ
レ
ー

チ
ン
グ

U3 0 0B

U300B

HPφ450
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西幹86

HPφ450

32.60.40.30.81.41
西幹8732.60.40.40.15.15

西幹88

HPφ450

31.67.49.49.47.90
西幹89

31.67.49.49.74.70
西幹90

31.67.49.49.87.60
西幹90割1

HPφ450

31.67.49.68.48.30
西幹95

HPφ450

31.67.49.68.83.01
西幹96

HPφ450

32.67.49.77.15.74
西幹97

31.67.49.77.49.46
西幹98

31.67.49.77.82.18
西幹99

ﾌｪﾝ ｽ H
= 2. 3 0

31.67.49.86.14.91
西幹100
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追⾺場１周　５００ｍ

２号⾓⾺場

１号⾓⾺場

警備員詰所

汚⽔処理場
第19号道路

第23号道路

駐⾞場
管理事務所

所⻑住宅

職員住宅2号

テニスコート

オイルタンク

プロパン庫

きゅう務員アパートＤ

きゅう務員アパートＣ
きゅう務員アパートＢ

第22号道路
きゅう務員アパートＡ

厚⽣施設

マーケット

⼩公園

緑
 地

 帯

⼩公園

グラウンド

駐⾞場

駐⾞場

緑 地 帯 排 ⽔ 溝

緑 地 帯

内 ⾛ 路 １ 周 １，４５０ｍ

１，２００ｍシュート

２，０００ｍシュート

管
理

⽤
道

路 管理⽤道路

Ａ－５

Ｂ－５

Ｃ－５

Ｄ－５

Ｅ－５

Ｈ－６

Ｈ－５

Ｉ－６

Ａ－３

Ａ－２

Ａ－１

Ｂ－３

Ｂ－２

Ｂ－１

Ｃ－３

Ｃ－２

Ｃ－１

Ｄ－３

Ｄ－２

Ｄ－１

Ｅ－３

Ｅ－２

Ｅ－１

Ｆ－１

Ｈ－３

Ｈ－２

Ｈ－１

パドック

Ｉ－２

Ｉ－１ 第16号道路（7.0ｍ）

第６号道路

第
20

号
道

路

第24号道路

第25号道路

第21号道路

第17-2号道路

第
４

号
道

路

第
１

号
道

路

第４号道路

第５号道路

第
７

号
道

路

第
８

号
道

路

第
９

号
道

路

第
１

０
号

道
路

第
１

１
号

道
路

第
１

５
号

道
路

第
５

号
道

路

検体採取所

⾺脚洗場

調整ルーム

繋ぎきゅう舎

パトロールタワー

⾺待避所

パトロールタワー

⾺待避所

⾺場・発送係詰所

パトロールタワー

パトロールタワー

⾺診療所

救護室棟

交流⾺房

認定きゅう舎待機施設

駒丘寮

⽇⾼⾃動⾞道

放牧地Ｂ

職員住宅1号

本⾺場

装鞍所

緑 地 帯

外 ⾛ 路 １ 周 １，６００ｍ

管理⽤道路

第17-1号道路

第
１

７
号

道
路騎⼿控所

スタンド 検量棟

夏スタンド

パドック

⾞庫

誘導⾺⼩屋

JBC駐⾞場

とねっこ広場

JBCきゅう舎

消毒舎

職員寮

Ｆ－５

終点側広場

Ｇ－５

Ｉ－５

Ｆ－３

Ｆ－２

Ｇ－３

Ｇ－２

Ｇ－１

Ｉ－３

第
１

２
号

道
路

第
１

３
号

道
路

第
１

４
号

道
路

第
１

５
号

道
路

第
５

号
道

路

給⽔塔・71.66

B-5C-5

C-6 B-6

C-2 B-2

B-1C-1

⾺乗降場所

ゲート練習

B-4C-4

管理⽤道路

管理⽤スペース

D-5E-5

E-6 D-6

D-1E-1

A-5

A-6

A-2

A-4

E-2 D-2

D-4E-4

E-3

F-5

F-2

F-4

A-3C-3 B-3D-3F-3

ロンギ場

⾺乗降場所
ロンギ場

⾺乗降場所

ロンギ場

ロンギ場
ロンギ場

緑地部
排⽔処理施設

ロンギ場

⾬⽔調整池 ⾬⽔調整池

公衆トイレ

きゅう舎敷地きゅう舎敷地

きゅう舎敷地きゅう舎敷地

きゅう舎敷地きゅう舎敷地

きゅう舎敷地きゅう舎敷地

きゅう舎敷地きゅう舎敷地

きゅう舎敷地きゅう舎敷地きゅう舎敷地きゅう舎敷地

きゅう舎敷地きゅう舎敷地

きゅう舎敷地きゅう舎敷地

きゅう舎敷地きゅう舎敷地

きゅう舎敷地きゅう舎敷地
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きゅう舎敷地
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きゅう舎敷地

きゅう舎敷地

きゅう舎敷地

きゅう舎敷地

きゅう舎敷地

きゅう舎敷地

きゅう舎敷地

案内板

管理扉

創建社・シン技術コンサル設計共同企業体
管理建築士　一級建築士登録　第273809号2010

（解）

01
03

一級建築士
代表となる設計者

2023 大江　徹

大 江　徹

担当

A1：1/2500
A3：1/5000

河野　嘉3

付近見取図・場内全体配置図

北海道軽種馬振興公社
門別競馬場きゅう舎解体工事

31 一般社団法人

管理扉

管理扉

管理扉

⾺乗降場所

N

⾺体重
計量上屋

⾺体重
計量上屋

ゴミ庫

ゴミ庫

ゴミ庫

ゴミ庫

(堆雪スペース)

緑地部
排⽔処理施設
(堆雪スペース)

U450

鉄柵

鉄
柵

U450

U450

グレーチングU240

(堆雪スペース)

(堆雪スペース)

（QB-B）
受変電設備

（QB-A）
受変電設備

hrnt116
直線

hrnt116
直線

hrnt116
直線

hrnt116
直線

hrnt116
直線

hrnt116
直線

hrnt116
直線

hrnt116
直線

hrnt116
直線

hrnt116
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hrnt116
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hrnt116
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hrnt116
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hrnt116
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hrnt116
直線

hrnt116
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hrnt116
直線

hrnt116
直線

hrnt116
直線

hrnt116
直線

hrnt116
直線

hrnt116
直線

hrnt116
直線

hrnt116
直線

hrnt116
直線

hrnt116
直線

hrnt116
直線

hrnt116
直線

hrnt116
直線

hrnt116
直線

hrnt116
直線

hrnt116
直線

hrnt116
タイプライタ
業務エリア

hrnt116
四角形

hrnt116
四角形
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創建社・シン技術コンサル設計共同企業体
管理建築士　一級建築士登録　第273809号2010

（解）
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一級建築士
代表となる設計者

2023 大江　徹

大 江　徹

担当

A1：1/2500
A3：1/5000

河野　嘉3

付近見取図・場内全体配置図

北海道軽種馬振興公社
門別競馬場きゅう舎解体工事

31 一般社団法人
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